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Ⅰ はじめに

本市は、平成１５年及び平成１７年の二度の合併を経て、行財政基盤の強化や

効率的な行政運営の確保を図りつつ、時代の変化に対応した「新しい廿日市市」

をつくるため、平成１８年度に「廿日市市行政経営改革大綱」、平成２４年度及び

平成２８年度に「廿日市市行政経営改革指針」を策定し、行政経営改革に取り組

んできました。

その中で、職員数については、効果的で質の高い事務執行を推進するため、平

成１８年度に「廿日市市定員適正化計画」（平成１９年度～平成２１年度）及び平

成２７年度に「廿日市市定員管理計画」（平成２８年度～令和２年度）を策定し、

効率的な執行体制の整備、民間活力の活用、任期の定めのある職員の活用等によ

り、職員数の最適化を図ってきました。

その結果、任期の定めのない職員数は、令和２年４月１日現在１，００７人と

なり、平成１７年４月１日現在の職員数に比べ１７５人（１４．８％）の減少と

なっています。

今後、本市においても、生産年齢人口の減少等による市税の減収、高齢化社会

の進展に伴う社会保障関係費などの義務的経費の増大、さらに新型コロナウイル

ス感染症による社会経済情勢への影響により厳しい財政状況が続くことが予想さ

れます。

このような状況にあっても、第６次廿日市市総合計画に掲げるまちづくりを進

め、多様化・複雑化する市民のニーズに対応し、質の高い行政サービスを提供す

るためには、市職員が能力を最大限発揮するとともに、組織の連携体制を強化し、

また、民間事業者、地域自治組織等の多様な主体との連携、デジタル技術の活用

による行政事務の能率化など、これまで以上に変化を恐れることなく積極的に行

政経営改革に取り組む必要があります。

こうしたことから、第６次廿日市市総合計画、行政経営改革指針、中期財政運

営方針に合わせ、時代に合った「効率的でスリムな市役所」を目指すため、職員

数の最適化を図る「廿日市市定員管理計画」（令和３年度～令和７年度）を策定し

ます。

なお、地方公共団体の職員数は、各団体の人口や地勢条件、社会経済情勢の動

向、法令等に基づく権能・権限等、地域住民、民間事業者、各種団体等の行政需

要によって異なることから、類似する団体の職員数の状況を客観的に比較する指

標を参考にしつつ、本市の特性に即した適正な定員管理を行うこととします。

定員管理

「定員を管理する制度、すなわち、組織活動を能率的に遂行するために、その活動に要する人員を過不足な

く配置し、人員の不必要な膨張を規制し、財政的負担を軽減することを目的として管理する制度、定員の設

定、職員の増減及び配置転換に伴う定員の変更等について必要なコントロールを行う機能を営むものである。」

と定義されてきた。

出典：地方公務員関係法令実務辞典（地方公務員法研究会編著：第一法規）
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Ⅱ 本市の現状と類似団体等との比較

１ 本市の現状

(1) 職員数の推移

平成１５年及び平成１７年の合併を経た後、定員適正化計画（Ｈ１９～Ｈ２１）

及び定員管理計画（Ｈ２８～Ｒ２）に基づき、より効率的な行政経営を進めてきた

結果、任期の定めのない職員数は、平成１７年度から令和２年度までの１５年間で

１７５人（１４．８％）減少しています。

(2) 部門別職員数の推移

地方公共団体定員管理調査（注）に基づく部門別の職員数（任期の定めのある職員

を含む。）の推移を見ると、普通会計の職員数は、総務部門、商工部門等が増加して

いるものの、教育部門、民生部門等が減少したことにより会計全体では減少し、ま

た、公営企業等会計の職員数も減少しています。
（単位：人）

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｒ２

議　会 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 ▲ 1

総　務 173 155 157 188 175 177 169 170 170 171 166 175 183 189 196 206 33

税　務 50 54 52 47 46 46 44 44 44 44 43 43 44 44 46 47 ▲ 3

労　働 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

農林水産 32 33 34 34 31 30 30 30 33 33 33 32 31 33 32 32 0

商　工 14 17 17 19 22 21 28 27 27 25 27 27 28 30 30 29 15

土　木 118 116 113 120 119 118 118 116 115 116 116 110 113 110 116 111 ▲ 7

小　計 397 384 382 417 402 401 398 396 398 398 394 396 409 415 430 434 37

民　生 288 288 277 277 274 274 273 265 249 257 268 284 281 275 263 269 ▲ 19

衛　生 60 64 67 58 61 60 59 59 63 60 62 57 60 53 51 50 ▲ 10

小　計 348 352 344 335 335 334 332 324 312 317 330 341 341 328 314 319 ▲ 29

745 736 726 752 737 735 730 720 710 715 724 737 750 743 744 753 8

141 125 120 88 83 80 79 80 78 77 73 79 75 78 80 80 ▲ 61

176 180 179 177 177 177 177 177 179 181 181 181 181 181 179 179 3

1,062 1,041 1,025 1,017 997 992 986 977 967 973 978 997 1,006 1,002 1,003 1,012 ▲ 50

40 41 39 37 32 29 29 29 29 29 27 26 25 25 25 26 ▲ 14

34 29 27 24 25 24 23 25 24 25 24 23 24 26 26 29 ▲ 5

50 49 44 42 41 40 35 36 38 35 37 33 29 30 32 31 ▲ 19

124 119 110 103 98 93 87 90 91 89 88 82 78 81 83 86 ▲ 38

1,186 1,160 1,135 1,120 1,095 1,085 1,073 1,067 1,058 1,062 1,066 1,079 1,084 1,083 1,086 1,098 ▲ 88

（4月1日現在の職員数）
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（注）地方公共団体定員管理調査とは、全国の地方公共団体における毎年４月１日現在の

職員数や配置の実態等を総務省が調査しているものです。
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(3) 職員の年齢構成

令和２年４月１日現在の職員の年齢構成は、合併による職員増に対応するための

平成１５年度から平成１８年度までにおける採用抑制及び採用停止により、３０歳

代後半から４０歳代前半までの職員数の割合が少なくなっています。

◎ 年齢層別職員数及び構成比（令和２年４月１日現在）

(4) 職員給与費等の状況

平成３１年度の職員給与費（普通会計決算）は、平成１７年度と比較すると、職

員数の減少などにより、５１４百万円減少しています。

また、平成３１年度のラスパイレス指数（注）については、平成１７年度と比較し

て０．８ポイント増加していますが、依然として国の給与水準を下回っています。

（注）ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比

較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、

国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です。
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区 分 平成１７年度 平成３１年度 Ｈ３１－Ｈ１７

普通会計職員数(人) １，０６２ １，００３ ▲５９

職員給与費(百万円) ６，９５２ ６，４３８ ▲５１４

ラスパイレス指数 ９８．０ ９８．８ ０．８
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２ 類似団体等との比較

地方公共団体の職員数は、地域の実情等を踏まえた行政需要に基づき決定されるべ

きものですが、総務省が示している指標などを用いて、本市の現状を客観的に把握し、

将来的な職員数の目標設定の参考とします。

(1) 定員管理指標による比較

ア 「類似団体別職員数の状況」による比較（平成 31 年度普通会計職員数）

「類似団体別職員数の状況」は、定員管理を推進するために総務省が示してい

る参考指標の一つで、全ての市区町村を対象として、その人口と産業構造（産業

別就業人口の構成比）を基準に類型区分し、それぞれの類型に属する市区町村の

職員数と人口をそれぞれ合計して、類型ごとに人口１万人当たりの職員数の平均

値を算出し、その類型に属する団体を類似団体として職員数（普通会計職員数）

を大部門・中部門・小部門（注１）の区分により比較する指標です。

この指標を用いて、本市を含む類似団体（５１団体）の職員数を、部門別に比

較してみると、本市の普通会計職員数は、単純値（注２）で２９７人、修正値（注３）

で２３０人多くなっています。

一般行政部門のうち一般行政が多いのは、行政区域面積が広く、旧合併町村の

地域に支所を設置していることなどが、また、福祉関係が多いのは、公立保育園

が他団体に比べ多いことなどが要因として考えられます。

一方、教育部門が少ないのは、公民館の運営を市民センターとして市長部局が

担っていることや、公立幼稚園が少ないことなどが要因として考えられます。

また、消防部門が多いのは、本市単独で消防本部を設置していることや本市の

地域特性（山間部、島しょ部など）を考慮し消防署を設置していることなどが要

因として考えられます。

（注１）一般行政部門のうち、例えば総務部門（大部門）は、総務一般、企画開発、住民関連等の
「中部門」で構成され、また、総務一般（中部門）は、総務一般、会計出納、管財等の「小
部門」で構成されています。

（注２）「単純値」とは、類型団体ごとの中部門以上の部門別の人口１万人当たり職員数の平均値
を算出するものです。

（注３）「修正値」とは、中・小部門に職員が配置されていない団体を除外して平均値を算出する
ものです。

区 分
廿日市市

Ａ(H31)

単純値（ 注 ２ ）による比較 修正値（ 注 ３ ）による比較

単純値 Ｂ Ａ-Ｂ 修正値 Ｃ Ａ-Ｃ

普通会計職員 計 １，００３ ７０６ ２９７ ７７３ ２３０

一般行政部門 計
（注 1）

７４４ ５３６ ２０８ ５２９ ２１５

一般行政 計 ４３０ ３０８ １２２ ３２６ １０４

議 会 ９ ７ ２ ７ ２

総 務 １９６ １４９ ４７ １５２ ４４

税 務 ４６ ４４ ２ ４４ ２

労 働 １ １ ０ １ ０

農林水産 ３２ １７ １５ ２１ １１

商 工 ３０ １４ １６ １４ １６

土 木 １１６ ７６ ４０ ８７ ２９

福祉関係 計 ３１４ ２２８ ８６ ２０３ １１１

民 生 ２６３ １６４ ９９ １６０ １０３

衛 生 ５１ ６４ ▲１３ ４３ ８

教 育 ８０ ９５ ▲１５ １０８ ▲２８

消 防 １７９ ７５ １０４ １３６ ４３

（単位：人）
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イ 「定員回帰指標」による比較

「定員回帰指標」とは、地方公共団体の人口と面積を用いて、職員数を試算す

るものです。この方法を用いて試算してみると、本市の職員数は、一般行政部門

職員数で１０６人、普通会計職員数で９２人多くなっています。
（単位：人）

試算値＝ａＸⅰ＋ｂＸⅱ＋ｃ

ａ ：人口１，０００人当たりの係数 ・・ 一般行政「４．０」、普通会計「５．７」

ｂ ：面積１ｋ㎡当たりの係数 ・・・・・ 一般行政「０．２２」、普通会計「０．３３」

ｃ ：一定値 ・・・・・・・・・・・・・ 一般行政「６０」、普通会計「８０」

Ｘⅰ ：人口（平成 31 年 1 月 1 日現在）・・ 「１１７．４８」千人

Ｘⅱ ：面積（令和元年 10 月 1 日現在）・・ 「４８９．４８」ｋ㎡

（※１）一般行政部門職員数

４．０×１１７．４８千人＋０．２２×４８９．４８ｋ㎡＋６０ ≒ ６３８人

（※２）普通会計職員数

５．７×１１７．４８千人＋０．３３×４８９．４８ｋ㎡＋８０ ≒ ９１１人

(2) 考察
本市の職員数は、（１）アの「類似団体別職員数の状況」、イの「定員回帰指標」と

比較していずれも多い結果となりました。

本市の地勢条件に応じた施設の配置や行政需要、将来を見据えたまちづくり等に

的確に対応するための体制整備が主な要因であると考えられるものの、引き続き、

職員数の最適化を図り、効率的でスリムな執行体制を目指す必要があると考察され

ます。

区 分 ①試算値 ②廿日市市(H31) 差（②-①）

一般行政部門職員数 ６３８※１ ７４４ １０６

普通会計職員数 ９１１※２ １，００３ ９２
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Ⅲ 定員管理計画

１ 定員管理の基本方針

今後の本市を取り巻く社会経済情勢の変化を見据え、最少の経費で最大の効果を発

揮できる「効率的でスリムな市役所」を目指し、時代に合った執行体制の整備と職員

数の最適化を図ります。

なお、本計画の期間中であっても、大幅な法・制度改正や社会情勢の変化、また事

務事業の見直しや民間委託の進捗状況などにより、必要に応じて適宜、本計画を見直

すこととします。

２ 計画の内容

(1) 計画期間（取組期間）

令和３年度から令和７年度まで

(2) 定員管理の対象職員

一般会計、特別会計及び企業会計に従事する職員（任期の定めのない職員及び再

任用職員（フルタイム））

※ 職員は、市の業務を遂行する実職員数とする（他団体からの受入職員を含み、

他団体への派遣職員を除く。）。

(3) 目標数値

「１ 定員管理の基本方針」に示す背景など、本市を取り巻く社会経済情勢の変

化に的確に対応するとともに、第６次廿日市市総合計画に掲げるまちづくりを着実

に推進するため、令和８年４月１日の職員数は、令和３年４月１日の職員数と概ね

同数とすることとします。

（単位：人）

区 分 行番号 Ｒ３.４.１ Ｒ８.４.１ Ｒ８-Ｒ３

任期の定めのない職員 ① １，００７ ９７６ ▲３１

他団体からの受入職員 ② １０ １０ ０

他団体への派遣職員 ③ ２０ ２４ ＋４

任期の定めのない職員

（派遣等反映後）
④＝①＋②－③ ９９７ ９６２ ▲３５

再任用職員 ⑤ ３５ ６８ ＋３３

目標数値 ⑥＝④＋⑤ １，０３２ １，０３０ ▲２

任期付等職員（参考） ⑦ ４７ ５４ ＋７

総職員数（参考） ⑧＝①＋⑤＋⑦ １，０８９ １，０９８ ＋９

■人口減少､少子化､超高齢社会の進展

■行政のデジタル化の要請、多様化・

複雑化する市民ニーズ

■新型コロナウイルス感染症対策に

関する新しい生活様式 など

【背景】
【計画の基本方針】

時代に合った執行体制の整備

職員数の最適化
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３ 計画推進（目標達成）に向けた方策

「２（３）目標数値」を達成するため、次に掲げる取組により、職員数を適正に管

理します。

(1) 効率的な執行体制の整備

効率的な事務執行体制を整えるため、部・課等の組織再編、業務量に応じた職員

配置等、常に時代に合った組織体制を整備します。

(2) 民間の活力と専門性の活用

民間の持つ活力や高度な専門性を活用することにより、多様化・複雑化する市民

ニーズに対応した公共サービスの提供を推進するとともに、より一層の行財政運営

の効率化を図ります。

(3) 事務事業の見直し

事務処理の効率化を推進するため、行政評価等により事務事業を徹底的に見直す

とともに、業務プロセスの見直しやデジタル技術の活用などを実施します。

(4) 再任用職員等の多様な人材の活用

経験豊富な職員の退職による事務効率やスキルの低下、経験不足による組織力の

低下を防ぐため、再任用職員制度を有効活用します。

また、一定の期間内において、専門的な知識経験を要する事業や一時的に業務の

増加が見込まれる事業等に対応するため、適宜、任期付職員、会計年度任用職員等

を活用します。

(5) 人材育成

職員の能力とやる気を引き出し、組織力の強化を図るため、廿日市市人材育成基

本方針に基づき、人事評価（能力評価及び業績評価）の活用や各種研修を実施しま

す。

(6) 計画的な職員採用

職員の年齢構成の適正化を図るため、毎年一定程度の職員を採用するなど、退職

予定者の状況等を考慮し、計画的な職員採用を行います。

(7) 専門人材の確保

行政事務の合理化・効率化の実現に向けて、デジタル技術を活用した業務プロセ

ス改革を進めるデジタル人材の確保などに努めます。

(8) 働きやすい職場環境の整備

職員が元気に業務を遂行できる職場（元気で活気ある職場）づくりを目指すため、

時間外勤務の縮減など職員の健康管理に関する取組を推進します。
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４ 定員管理計画の見直し 令和６年３月追加

(1) 見直しの目的

本市では、令和３年７月に定員管理計画（令和３年度～令和７年度）を策定し、

令和８年４月１日の職員数を令和３年４月１日の職員数１，０３２人と概ね同数の

１，０３０人とする目標を掲げ、「時代に合った執行体制の整備」と「職員数の最適

化」を図ることとしています。

こうした中、本市を取り巻く社会情勢の変化に適切に対応しながら、将来に向け

たまちづくりの取組を着実に推進していくための体制整備を行うため、定員管理計

画の見直しを行います。

(2) 見直しの背景

ア 働きやすい職場環境の整備

社会情勢の変化や多様化・複雑化する市民ニーズへの対応等により、職員一人

当たりの負担が大きくなり、慢性的に時間外勤務や休職者が発生している状況に

あります。また、民間企業への就職意向の高まりや少子化などにより、公務員を

志望する学生等が減少している状況があります。

今後は、有為な人材を確保するためにも、職員一人ひとりの心身の健康を守り、

持てる能力を最大限発揮できるような働きやすい職場づくりを進めることが不可

欠です。

イ 「選ばれ続けるまち」に向けた重点的・戦略的な取組の推進

人口減少・少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少に伴う行政課題への対応、

子育て施策の推進、DX の推進、ゼロカーボンシティの推進、魅力と賑わいのある

都市拠点の形成など将来を見据えた対応に重点的・戦略的に取り組むことにより、

「選ばれ続けるまち」を目指すこととしています。

ウ 国の取組に呼応した対応

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応を目的とした

給付金制度が断続的に創設されており、今後も新たな給付金制度が創設された場

合には迅速かつ適切な対応が求められます。

エ 定年年齢の引上げ等への対応

職員の定年年齢を段階的に６５歳まで引き上げることにより、今後、総職員数

に占める６０歳以上の職員が増加することへの対応や、高齢者部分休業の導入な

どによる高齢期職員の多様な働き方への対応を図るための体制整備等について検

討する必要があります。

オ より良い保育環境の整備

保護者ニーズに応じた保育の供給量を確保しつつ、保育サービスの質の維持・

向上を図るとともに、減少が見込まれる就園児童数の推移や国が新たに取り組む

未就園児対策などを注視しながら、公立保育園の規模適正化に取り組む等、より

良い保育環境の整備が必要です。

カ 水道事業の広島県水道広域連合企業団への参加

広島県及び関係市町において水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業

の経営に関する事務を広域にわたり処理するために設立された広島県水道広域連

合企業団に、令和５年度から本市水道事業が参加しています。

(3) 見直しの方向性

ア 財政との整合を図りながら各種施策を着実に推進するための職員数の最適化

イ 職員がいきいきと働くことのできる職場づくり及び多様な働き方の確保
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(4) 見直しの内容

ア 目標値 令和８年４月１日時点の職員数を１，０５０人とします。

イ 増減の要因等

【見直し後の定員管理計画の目標数値】 （単位：人）

増加

要因

・ シビックコア地区の整備、カーボンニュートラル等新たな行政課

題や次代を見据えたまちづくりに向けた重点的・戦略的な取組の推

進

・ 慢性的に時間外勤務が多い所属への対応、休職による実勤務職員

数の減への対応、育休代替職員の正職配置への対応

・ 給付金制度の創設等、国の取組への迅速かつ適切な対応

・ 定年延長制度や高齢者部分休業の導入などによる高齢期職員の多

様な働き方等への対応

・ 消防職員の採用の維持

・ 任期の定めのない保育士の増員

＋６０

人程度

減少

要因

・ 水道事業の広島県水道広域連合企業団への参加

・ 指定管理者による公の施設の管理への移行等の民間活力の活用

・ 事業の縮小等

▲４０

人程度

・ 社会情勢の変化等に伴うその他の通常業務の増加や時間外勤務等に対しては、引

き続き事務の効率化、事務事業の見直し、業務委託等により対応します。

区 分 行番号 Ｒ３．４．１ Ｒ８．４．１
（当初目標）

Ｒ８－Ｒ３
（当初目標）

任期の定めのない職員 ① １，００７ １，０５０
（９７６）

＋４３
（▲３１）

他団体からの受入職員 ② １０ ７
（１０）

▲３
（０）

他団体への派遣職員 ③ ２０ ４４
（２４）

＋２４
（＋４）

任期の定めのない職員
（派遣等反映後）

④＝①＋②－③
９９７ １，０１３

（９６２）
＋１６

（▲３５）

再任用職員 ⑤ ３５ ３７
（６８）

＋２
（＋３３）

目標数値 ⑥＝④＋⑤ １，０３２ １，０５０
（１，０３０）

＋１８
（▲２）

任期付等職員（参考） ⑦ ４７ ５３
（５４）

＋６
（＋７）

総職員数（参考） ⑧＝①＋⑤＋⑦ １，０８９ １，１４０
（１，０９８）

＋５１
（＋９）


